
 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 憲法はじめの一歩 ●●●●●●●●●●●●●●●

シール投票「憲法の木 ～あなたの好きな憲法条文は？」                            

私たち「憲法はじめの一歩」のメンバーは、日本国憲法１０３条の中から、 

”大切に思う条文”"自分の好きな条文”を、投票で選んで「憲法の木」を作りました。 

「前文」という大地に根をはる憲法の木には、「条文」という枝々が広がっています。 

枝には、その条文と結びついた日常のひとコマを写真に撮って貼りました。 

来場者の方々に、私たちの言葉で、条文を分かりやすく説明したり、写真を見ていただき、 

この枝の中で「あなたの好きな条文は？」とお聞きして、シール投票をしてもらいました。  

＜２０１９あなたの好きな憲法条文は？ シール投票結果＞ 計１６５票（複数回答を含む） 

第１位 ９条  戦争放棄（６５票） 
もう戦争はしません。軍隊はもちません。                        

第２位 １３条 個人の尊重・幸福追求権（１７票）  
みんなちがって、みんないい。 

第３位 １１条 基本的人権（１６票）  
自分らしく、人間らしく生きて いく権利。子や孫にだって。 

第４位 前 文 恒久の平和を念願、この崇高な理想と 

目的を達成することを誓う。（１２票） 

第５位 １２条 不断の努力 自分らしく人間らしく生きていく 
「権利」を奪われないよう頑張ります（９票） 

第６位 ９７条 基本的人権は永久の権利（８票） 
人権は未来の人たちにバトンタッチ。   

第７位 １４条 法の下に平等（７票）  
肌の色、宗教、男か女などで差別はダメ。 

第７位 ２５条 生存権（７票）  
人間らしく生きる権利。 健康で文化的な最低限度の生活。                        

第８位 ２３条 学問の自由（６票）  
好きなことを学んだり教えたりできる。 

第８位 ２４条 婚姻は両性の合意のみ（６票） 
夫婦は平等、夫婦でも自分らしく。 

第９位 ２１条 表現の自由（５票）  
好きに集会、言論、出版していいよ。 

第 10位 １９条 思想及び良心の自由（４票） 
あたまの中で何を考えてもいいよ。 

第 11位 ９９条 憲法尊重擁護する義務（３票）   
天皇、議員等公務員は憲法を守ってね。 

 

前年の２０１８年のシール投票結果も、上位３位までは２０１９年と同じ結果でした。 

日本国憲法の肝となる「戦争放棄」「個人の尊重・幸福追求権」「基本的人権」については、 

みなさん大切に思っているということがよく分かります。 

前文が大好きという方も多くて、条文ではないですが、２０１９年のシール投票には入れました。 

また、憲法は国が守るべきことが書かれたもので、憲法を遵守すべきは、大臣、国会議員などの公務員だ 

ということが書かれた「９９条」をぜひ入れて欲しいという方がいらしたので、追加しました。 



 

 

 

※ 「ちいさな憲法手帳」を作りました 

            Ａ３用紙の裏表に日本国憲法の全文が印刷されており、ハサミで切りこみを入れ 

            て、折りたたむとちいさな憲法手帳が出来あがります。 

            来場者には自分で作ってもらい、持ち帰ってもらいました。 

            いつも手元に持ってもらって、憲法を身近に感じてもらえたらと思いました。 

                                ＊なお、「ちいさな憲法手帳」は「しるしる憲法」の 

HPよりダウンロードさせていただきました。 

（http://www.sirusirukenpou.jp/constitution/） 

※ 「絵本で感じる憲法」コーナーでは絵本を展示しました 

            平和、人権、差別、個人の尊重などをテーマにした絵本はたくさんあります。 

            「憲法の木」の前にメンバーが集めた絵本を並べ、来場者の方には手に取っていただき、 

その本がどの条文に結びつくのか感じてもらいたいと思いました。 

             『ちいちゃんのかげおくり』あかね書房     『いいこってどんなこ？』冨山房  

             『ぼくがラーメンをたべているとき』教育画劇  『へいわってどんなこと？』童心社  

             『おとうさんのちず』あすなろ書房    他に多数         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２０年のピースフェアは、コロナ禍のために中止となりました。 

         今年も恒例になった（まだ２回しかやっていませんが）「憲法の木」のシール投票をやりたかったのですが、

出来なくて残念です。 

         今年やったら、少し違う結果が出たかもしれません。 

         新型コロナウイルスの緊急事態宣言で、憲法で保障された権利が制限されています。 

         まず命が脅かされ、移動の自由が制限され、教育を受ける権利、集会の自由・・・など           

 多くの条文が関わっていることがわかります。 

         このコロナ禍で、私たちが普段いかに憲法に守られていたかということを、強く感じています。 

         そして、私たちの命と暮らしと同様に、自由と権利も守らなくてはなりません。 

         それは「１２条」で宣言しているように、私たちの不断の努力で。          
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